
令和８年度見沼たんぼ公有地管理運営業務委託 

仕様書⑧（事業の概要） 

 

 

 

 

 

 

１ 委託業務名 

令和８年度見沼たんぼ公有地管理運営業務委託⑧ 

 

２ 業務目的 

「見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針」に基づき埼玉県が公有地化した見沼田

圃内の農地について、民間団体のノウハウを活かして、農地として適切な維持管理を

行うとともに、県民参加（無料）による農業体験や自然観察等（以下「体験活動」と

いう。）を実施することを通じ、見沼田圃の保全・活用を図る。 

 

３ 委託期間  

令和８年４月１日（水曜日）から令和９年３月３１日（水曜日）まで  

 

４ 委託料の上限額  

金７２６千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

※本業務の契約締結に係る上限額であり、予定価格はこの範囲内で別途算定する。 

 

５ 管理を委託する土地の所在 

別紙４のとおり 

 

６ 委託業務の内容  

（１）５の土地（別紙４のとおり。以下「事業地」という。）の適正な管理 

農作物の栽培や刈払除草、定期的な巡視により事業地を農地（現況）として適正

に維持管理するもの。（通路及びその他の付帯施設の維持管理業務を含む。） 

 

（２）体験活動等の実施 

公募により不特定多数の人が無料で参加できる、以下の体験活動を実施するもの。

（参加者へのイベント開催に関する通信連絡業務を含む。） 

体験活動は、５の土地の中から参加者の利便性や農地の状況等を勘案し、計画す

ること。なお、令和７年度の事業では、備考欄に〇のついた場所で実施している。 

体験活動を行わない土地は（１）により管理すること。 

  ア 米づくり体験 

事業地において、田植え～稲刈りまでの一連の米づくりに係る作業工程を体験

・この仕様書は企画提案書作成用である。 

・企画提案募集後、埼玉県は委託候補者として選定された者と協議を行い、協議が整

った場合は当該協議を踏まえ仕様書を修正の上、契約を締結する。 



できるもの。 

  イ その他様々な見沼たんぼの自然及び歴史・文化等を情報発信できるもの。 

  （一例） 

   ・事業地で行う農業体験以外の体験活動（自然観察、ものづくり体験等） 

   ・事業地以外で実地に行う活動（自然観察、地域清掃活動等） 

   ・ホームページの運営や広報誌の発行、配布等による活動 

 

（３）収穫物の取扱い 

事業地で収穫された農作物は、体験活動参加者に配布するほか、福祉施設・こど

も食堂等に寄贈する等非営利目的で使用すること。 

 

（４）その他全般的な事項 

ア 本事業の目的を十分理解した上で、業務の進行管理を行い、実施すること。 

イ 業務遂行に当たり支障が出ないよう必要な人員を配置すること。 

ウ 関係する他団体や周辺地域との情報共有、連携の下に業務を進めること。 

エ 体験活動等の際は、参加者の安全確保に十分留意すること。 

オ 実施する各事業については、事業の効果の測定及び次年度事業の参考とするた

め、参加者アンケートを必ず実施すること。 

 

７ 状況報告 

事業の実施状況について、四半期ごとに当該期間経過後１４日以内（第４四半期は

業務完了時）に県へ報告書を提出すること。 

 

８ その他留意事項 

（１）受託者は、事業地において、委託事業以外の事業を行うことはできない。 

（２）受託者は、体験活動の実施に当たり、参加者から費用の徴収を行うことはできな

い。 

（３）受託者は、埼玉県の承諾を得ずに本委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、

又は請け負わせてはならない。 

（４）受託者及び本委託業務に関わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

本委託業務終了後も同様とする。 

（５）受託者は、本委託業務を通じて取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき、適正に取り扱うものとする。 

（６）受託者は、本委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰する事由により埼玉県に

損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（７）受託者は、本委託業務の履行に当たり、第三者その他に損害が生じた場合には、

その賠償の責めを負うものとする。 

（８）受託者は、委託契約書及び仕様書に基づき、常に埼玉県と密接な連絡を取り、そ

の指示に従うこと。 

（９）本委託業務の実施における危機管理体制（緊急連絡網等）については、本委託業



務開始時に埼玉県に報告すること。 

（10）本事業遂行に当たって得られた情報は、書類、電磁記録とも埼玉県に提出するも

のとする。 

（11）この契約により作成される成果物及びその他の著作権等の取扱いについては、埼

玉県に無償で譲渡するものとする。ただし、写真の著作権等、個別に協議した場合

においてはこの限りではない。なお、作成した成果物の二次利用に当たって必要な

権利関係の調整等は、受託者の負担において行うものとする。 

（12）本仕様書に定める他、疑義が生じた場合は、その都度、遅滞なく埼玉県と受託者

双方が協議して決定するものとする。 

 



管理を委託する土地の所在

所　　　　在 地　番 公簿地目 地積（㎡） 備　考

さいたま市見沼区見山 159 田 1,750.07

1,750.07

なお、契約の際は軽微な変更がある場合がある。

別紙４

令和８年度見沼たんぼ公有地管理運営業務⑧

面　　積　　計



 

個々の位置図は、eMAFF農地ナビを利用しています。 


